
一
頁

○
総
務
省
令
第
七
十
二
号

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
及
び
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

電
波
法
施
行
規
則
及
び
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
の
九
の
四
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
四
七
〇

を
超
え
七
一
〇

以
下
の
周
波
数
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
地
理
的
、
時
間
的

MHz

MHz

又
は
技
術
的
な
理
由
に
よ
り
当
該
電
波
を
使
用
す
る
場
所
等
が
制
限
さ
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の

に
係
る
当
該
周
波
数
帯
の
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。



二
頁

第
五
十
一
条
の
九
の
六
第
一
号
中
「
掲
げ
る
無
線
局
」
の
下
に
「
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る
特
定
ラ

ジ
オ
マ
イ
ク
及
び
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
を
除
く

。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
別
表
第
六
の
一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
又
は

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
に
限
る
。
）
の
う
ち

、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

四
七
〇

を
超
え
七
一
〇

以
下
の
周
波
数

(1)

MHz

MHz

一
、
二
四
〇

を
超
え
一
、
二
五
二

以
下
又
は
一
、
二
五
三

を
超
え
一
、
二
六
〇

以
下
の
周
波
数

(2)

MHz

MHz

MHz

MHz

第
五
十
一
条
の
十
の
二
第
一
項
中
「
該
当
す
る
無
線
局
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
で

あ
つ
て
、
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

三

設
備
規
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

同
号
に
規
定
す
る

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局



三
頁

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二

法
第
百
三
条
の
二
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
局
（
同
項
に

規
定
す
る
特
定
無
線
局
に
限
る
。
）
の
区
分
と
す
る
。

一

設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局

二

設
備
規
則
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
又
は
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
衛
星

通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局

三

設
備
規
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

四

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
二

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の

GHz

う
ち
陸
上
移
動
局

（
開
設
特
定
無
線
局
数
の
届
出
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
三

法
第
百
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
開
設
特
定
無
線
局
数
の
届
出
は
、
別
表
第
十
一
号

の
二
の
様
式
の
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



四
頁

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
四

同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
は
、
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波

に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号

に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同

等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数

帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
係
る
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
帯
域
幅
と
す
る
。

一

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二
第
一
号
又
は
第
三
号
に
係
る
開
設
し
て
い
る
無
線
局
が
時
分
割
複
信
方
式
に
よ
る
無
線

通
信
を
行
う
周
波
数
帯

同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
当
該
指
定
周
波
数
に
係
る
指
定

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の
相
手
方
と
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許

人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一

の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
の
二
分
の
一
に



五
頁

相
当
す
る
帯
域
幅

二

設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
に
応
じ
て
移
動
す
る

無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
移
動
す
る
無
線
局
の
周
波
数
帯
（

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
（
当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
が
当
該
移
動
す

る
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
周
波
数
に
応
じ
て
定
ま
る
当
該
移
動
す
る
無

線
局
（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
当
該
指
定
周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の
相
手
方
と
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の

に
限
り
、
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
指
定
周
波
数
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
広
域
専
用
電
波
の
算
定
に
用
い
る
区
域
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
五

同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無

線
局
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域
と
す
る
。

一

法
別
表
第
六
の
五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
及
び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
包
括
免



六
頁

許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

全
国
の
区
域

二

包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ

て
、
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
法
別
表
第
六
の
二
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の

当
該
特
定

無
線
局
の
送
信
の
制
御
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
の
管
轄
区
域
（
当
該
包

括
免
許
に
お
い
て
指
定
周
波
数
を
使
用
す
る
区
域
に
関
す
る
条
件
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
域
）

（
基
準
無
線
局
数
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
六

法
第
百
三
条
の
二
第
七
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一

当
た
り
の
特
定
無
線
局
の

MHz

数
は
、
八
十
万
局
と
す
る
。

（
新
規
免
許
開
設
局
又
は
既
存
免
許
開
設
局
の
数
の
届
出
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
七

法
第
百
三
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
免
許
開
設
局
又
は
既
存
免
許
開
設
局
の
数
の

届
出
は
、
別
表
第
十
一
号
の
二
の
様
式
の
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
規
免
許
開
設
局
又
は
既
存
免
許
開
設
局
に
係
る
包
括
免
許
に
基
づ
く
特
定
無
線
局
の
数
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
八

法
第
百
三
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る



七
頁

新
規
免
許
開
設
局
又
は
既
存
免
許
開
設
局
に
係
る
包
括
免
許
に
基
づ
く
特
定
無
線
局
数
が
既
に
届
け
出
て
い
る
直
近
の
新

規
免
許
開
設
局
又
は
既
存
免
許
開
設
局
に
係
る
包
括
免
許
に
基
づ
く
特
定
無
線
局
数
（
既
に
届
け
出
て
い
る
新
規
免
許
開

設
局
の
数
又
は
既
存
免
許
開
設
局
の
数
の
届
出
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
七
項
の
届
出
に
係
る
包
括
免
許
に
基

づ
く
特
定
無
線
局
数
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
直
近
無
線
局
数
」
と
い
う
。
）
を
下
回
る
と
き
は
、
そ
の
下
回
る
包

括
免
許
以
外
の
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
数
（
直
近
無
線
局
数
か
ら
超
え
た
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
増
加
局

数
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
か
ら
そ
の
下
回
る
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
数
（
直
近
無
線
局
数
を
下
回
る
数
に
限

る
。
）
を
次
の
と
お
り
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

増
加
局
数
の
多
い
も
の
を
先
順
位
と
す
る
。

二

増
加
局
数
が
同
じ
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
包
括
免
許
に
基
づ
く
特
定
無
線
局
数
の
多
い
も
の
を
先
順
位
と
す
る
。

三

増
加
局
数
及
び
そ
の
包
括
免
許
に
基
づ
く
特
定
無
線
局
数
が
同
じ
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
包
括
免
許
の
日
の
遅

い
も
の
を
先
順
位
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
の
三
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
二
項
」
に
、
「
別
表
第
十
一
号
の
二
」

を
「
別
表
第
十
一
号
の
三
」
に
改
め
る
。



八
頁

第
五
十
一
条
の
十
の
四
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「

次
に
」
に
、
「
別
表
第
十
一
号
の
三
」
を
「
別
表
第
十
一
号
の
四
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
の
五
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
三
項
第
三
号
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
五
項
第
三
号
」
に
、

「
第
二
十
四
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
の
三
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
五
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
七

項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
六
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
五
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
十
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
四
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
九
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
二
項
」
に
、
「
別
表
第
十

二
号
の
三
」
を
「
別
表
第
十
二
号
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
九
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
三
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
一
項
」
に
、
「
別
表
第
十
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二
号
の
二
」
を
「
別
表
第
十
二
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
八
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
二
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
七
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
法
第
百
三

条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
六
と
し
、
第
五
十
一
条
の
十
一

の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
延
納
の
申
請
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二

免
許
人
は
、
法
第
百
三
条
の
二
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
延
納
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
毎
年
十
月
五
日
ま
で
に
別
表
第
十
二
号
の
二
の
様
式
の
申
請
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
延
納
の
申
請
の
承
認
等
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
二

総
合
通
信
局
長
は
、
前
条
の
申
請
（
次
条
に
お
い
て
「
申
請
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
者

（
次
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
電
波
利
用
料
を
現
に
滞
納
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
承
認
す
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る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
三

総
合
通
信
局
長
は
、
申
請
を
承
認
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
申
請
者
へ
通
知
す
る
。

２

総
合
通
信
局
長
は
、
申
請
を
承
認
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
申
請
者
に
送
付
す

る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
四

総
合
通
信
局
長
は
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
延
納
を
承
認
さ
れ
た

電
波
利
用
料
が
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
に
は
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
二
の

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
二
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
取
り
消
さ
れ
た
当
該
承
認
に
係
る
電
波
利
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
延
納
に
よ
る
納
付
の
期
限
等
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
五

免
許
人
は
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
延
納
を
承
認
さ
れ
た
場
合
は

、
そ
の
納
付
す
べ
き
電
波
利
用
料
を
、
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
、
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日

ま
で
、
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
及
び
七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
各
期
に
分
け
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
延
納
す
る
免
許
人
は
、
そ
の
電
波
利
用
料
の
額
を
期
の
数
で
除
し
て
得
た
額
を
各
期
分
の
電
波
利

用
料
と
し
て
、
最
初
の
期
分
の
電
波
利
用
料
に
つ
い
て
は
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
後
の
各
期
分
の
電
波
利
用
料
に
つ

い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
前
の
期
の
末
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
六
第
一
号
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
一
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
七
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
一
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
四
項
」
に
、
「
同
条

第
二
十
項
」
を
「
同
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
八
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
二
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
九
中
「
第
十
五
条
第
二
号
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
四
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
一
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
五
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
二

十
四
項
」
を
「
同
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
二
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
六
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。



一
二
頁

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
三
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
二
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
四
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
八
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
五
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
九
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
六
第
二
号
中
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
二
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
七
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
二
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
十
八
中
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
三
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
二
中
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
九
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
中
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
四
中
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
四
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
一
項
本
文
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
四
十
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

法
第
百
三
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
五
項
第
三
号
、
第
十
九
項
か
ら
第
二
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十
一
項
ま
で
、
第
二
十
三
項
、
第
三
十
三
項
、
第
三
十
四
項
及
び
第
四
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
権
限

第
五
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
の
二
中
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
四
項
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
三
十
七
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
の
表
三
の
三
の
項
中
「
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
（
十
四
の
項
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
表
十
四
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
四

法
第
百
三
条
の
二
第

そ
の
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
区
域
（
当
該
区
域
が
法
別
表
第
七
の
一
の
項
か
ら

七
項
及
び
第
八
項
に
規
定

十
三
の
項
ま
で
、
十
五
の
項
若
し
く
は
十
六
の
項
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
、
複
数
の

す
る
電
波
利
用
料
に
関
す

区
域
を
使
用
す
る
場
合
又
は
法
別
表
第
七
の
十
二
の
項
、
十
三
の
項
若
し
く
は
十
四

る
事
項

の
項
に
掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
免
許

人
の
住
所
）

十
五

納
付
受
託
者
に
関
す

納
付
受
託
者
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

る
事
項

別
表
第
十
一
号
の
三
中
「

1
0
3

1
1

」
を
「

1
0
3

1
3

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
十
一
号
の
四

第
条

の
２

第
項

第
条

の
２

第
項

と
す
る
。
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別
表
第
十
一
号
の
二
中
「

1
0
3

1
0

」
を
「

1
0
3

1
2

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
十
一
号
の
三

第
条

の
２

第
項

第
条

の
２

第
項

と
し
、
別
表
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表

第
十

一
号

の
二

第
条

の
の

２
の

３
第

条
の

の
２

の
７

関
係

総
合

通
信

局
長

が
こ

の
様

式
に

代
わ

（

5
1

1
0

5
1

1
0

）
（

、

）

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は

そ
れ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る

。

、

開
設

特
定

無
線

局
数

届
出

書

新
規

既
存

免
許

開
設

局
届

出
書

（

）

年
月

日

（

）

（

）

何
総

合
通

信
局

長
殿

注
１

長
届

出
者

注
２

郵
便

番
号

（

）住
所
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氏
名

又
は

名
称

㊞

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と

（

）

き
は

押
印

を
省

略
で

き
る

。

、

第
条

の
２

第
７

項
1
0
3

下
記

の
と

お
り

電
波

法
の

規
定

に
よ

り
年

月
末

現
第

条
の

２
第

８
項

1
0
3

、

開
設

特
定

無
線

局
数

辺

。

在
の

を
届

け
出

ま
す

新
規

既
存

免
許

開
設

局
の

数

（

）

記

（

）
（

）

１
同

等
特

定
無

線
局

区
分

注
３

２
包

括
免

許
の

番
号
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３
最

初
の

包
括

免
許

の
年

月
日

４
包

括
免

許
の

年
月

日

５
包

括
免

許
の

有
効

期
間

（

）
（

）

６
開

設
無

線
局

数
局

注
４

（

）
（

）

７
総

合
計

局
注

５

（

）

短
辺

日
本

工
業

規
格

列
４

番
A

。

注
１

沖
縄

県
の

区
域

に
お

い
て

は
沖

縄
総

合
通

信
事

務
所

長
と

す
る

、

２
代

理
人

に
よ

る
届

出
の

場
合

は
届

出
を

行
う

包
括

免
許

人
に

関
す

る
必

要
事

項
を

記
載

す
る

ほ
か

こ
、

、

。

れ
に

準
じ

て
当

該
代

理
人

に
関

す
る

必
要

事
項

を
記

載
す

る
こ

と

３
第

条
の

の
２

の
２

の
該

当
す

る
区

分
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

法
第

条
の

２
第

８
項

の
規

定
5
1

1
0

1
0
3

。

、

。

に
基

づ
き

届
け

出
る

場
合

は
括

弧
内

に
新

規
免

許
開

設
局

又
は

既
存

免
許

開
設

局
を

記
載

す
る

こ
と

、

４
法

第
条

の
２

第
８

項
の

規
定

に
基

づ
き

届
け

出
る

場
合

は
当

月
末

に
お

け
る

開
設

無
線

局
数

の
ほ

1
0
3

、
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。

か
括

弧
内

に
直

近
の

届
出

時
以

後
の

増
減

数
を

記
載

す
る

こ
と

、

５
１

の
欄

に
記

載
し

た
同

等
特

定
無

線
局

区
分

に
係

る
包

括
免

許
の

当
月

末
に

お
け

る
開

設
無

線
局

数
の

合
計

局
数

を
記

載
す

る
こ

と
な

お
法

第
条

の
２

第
８

項
の

規
定

に
基

づ
き

届
け

出
る

場
合

は
括

。

1
0
3

、
、

。

弧
内

の
区

分
に

係
る

直
近

の
届

出
時

の
合

計
数

か
ら

の
増

加
数

を
記

載
す

る
こ

と

。

６
不

要
の

文
字

を
抹

消
す

る
こ

と

７
１

の
欄

に
記

載
し

た
同

等
特

定
無

線
局

区
分

に
包

括
免

許
が

二
以

上
あ

る
と

き
は

包
括

免
許

ご
と

に
２

、

。
の

欄
か

ら
６

の
欄

ま
で

を
記

載
す

る
こ

と

８
１

の
欄

に
記

載
す

る
同

等
特

定
無

線
局

区
分

が
二

以
上

あ
る

と
き

は
同

等
特

定
無

線
局

区
分

ご
と

に
１

、

。

の
欄

か
ら

７
の

欄
ま

で
を

記
載

す
る

こ
と

９
全

て
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
式

に
、

、

。

定
め

る
規

格
の

用
紙

に
適

宜
記

載
す

る
こ

と

別
表

第
十

二
号

別
表

第
十

二
号

第
条

の
関

係
総

務
大

臣
が

こ
の

様
式

に
代

わ
る

別
表
第
十
二
号
中
「

」
を
「

（

5
1

1
1

）
（

も
の

と
し

て
認

め
た

場
合

は
そ

れ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

｡

第
条

の
２

第
項

第
条

の
２

第

）
」
に
、
「

1
0
3

1
6

」
を
「

1
0
3

、



一
八
頁

1
8

」
に
改
め
る
。

項

第
条

の
の

２
の

４
関

係
第

条
の

の
２

の
９

関
係

総
務

大
臣

が
こ

別
表
第
十
二
号
の
三
中
「
（

5
1

1
1

）
」
を
「
（

5
1

1
1

）
（

）
」
に
、
「

1
0
3

1
9

」
を

の
様

式
に

代
わ

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は

そ
れ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る

｡

第
条

の
２

第
項

、

「

1
0
3

2
2

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
十
二
号
の
四
と
す
る
。

第
条

の
２

第
項

別
表
第
十
二
号
の
二
中
「

5
1

1
1

」
を
「

5
1

1
1

」
に
、
「

1
0
3

1
8

」
を

第
条

の
の

２
の

３
第

条
の

の
２

の
８

第
条

の
２

第
項

「

1
0
3

2
1

」
に
、
「

1
1

」
を
「

1
3

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
十
二
号
の
三
と
し
、
別

第
条

の
２

第
項

同
条

第
項

同
条

第
項

表
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表

第
十

二
号

の
二

第
条

の
の

２
関

係
総

合
通

信
局

長
が

こ
の

様
式

に
代

わ
る

も
の

と
し

て
認

め
た

場
合

は

（

5
1

1
1

）
（

）

そ
れ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る

。

、

電
波

利
用

料
延

納
申

請
書

年
月

日



一
九
頁

（

）

（

）

長
何

総
合

通
信

局
長

殿
注

１

申
請

者
注

２
郵

便
番

号

（

）住
所

氏
名

又
は

名
称

㊞

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と

（

）

き
は

押
印

を
省

略
で

き
る

。
、

辺

。

下
記

の
と

お
り

電
波

法
第

条
の

２
第

項
の

規
定

に
よ

り
電

波
利

用
料

の
延

納
を

申
請

し
ま

す
1
0
3

1
9

、
、

記

納
付

す
べ

き
電

波
利

用
料

の
期

間
年

月
１

日
か

ら
始

ま
る

１
年

の
期

間
1
0



二
〇
頁

（

）

短
辺

日
本

工
業

規
格

列
４

番
A

。

注
１

沖
縄

県
の

区
域

に
お

い
て

は
沖

縄
総

合
通

信
事

務
所

長
と

す
る

、

２
代

理
人

に
よ

る
提

出
の

場
合

は
申

請
者

に
関

す
る

必
要

事
項

を
記

載
す

る
ほ

か
こ

れ
に

準
じ

て
当

該
、

、

。

代
理

人
に

関
す

る
必

要
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

別
表
第
十
三
号
及
び
第
十
三
号
の
二
中
「

5
1

1
1

」
を
「

5
1

1
1

1
0

」
に
、

第
条

の
の

２
の

５
第

１
項

第
条

の
の

２
の

第
１

項

「

1
0
3

2
0

」
を
「

1
0
3

2
3

」
に
改
め
る
。

第
条

の
２

第
項

第
条

の
２

第
項

別
表
第
十
四
号
中
「

5
1

1
1

」
を
「

5
1

1
1

1
0

」
に
、
「

1
0
3

2
第

条
の

の
２

の
５

第
２

項
第

条
の

の
２

の
第

２
項

第
条

の
２

第

0

」
を
「

1
0
3

2
3

」
に
改
め
る
。

項
第

条
の

２
第

項

第
条

の
の

２
の

５
第

３
項

第
条

の
の

２
の

第
３

項
第

条
の

別
表
第
十
四
号
の
二
中
「

5
1

1
1

」
を
「

5
1

1
1

1
0

」
に
、
「

1
0
3

2
0

」
を
「

1
0
3

2
3

」
に
改
め
る
。

２
第

項
第

条
の

２
第

項

別
表

第
十

五
号

別
表

第
十

五
号

第
条

の
関

係
総

務
大

臣
又

は
総

合
通

信
局

長
が

別
表
第
十
五
号
中
「

」
を
「

（

5
1

1
2

）
（

）
」
に
改
め
る
。

こ
の

様
式

に
代

わ
る

も
の

と
し

て
認

め
た

場
合

は
そ

れ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

｡

、



二
一
頁

別
表
第
十
六
号
中
「

1
0
3

3
9

」
を
「

1
0
3

4
2

」
に
、
「

4
1

」
を
「

4
4

」

第
条

の
２

第
項

第
条

の
２

第
項

同
条

第
項

同
条

第
項

に
、
「

1
0
3

4
0

」
を
「

1
0
3

4
3

」
に
改
め
る
。

第
条

の
２

第
項

第
条

の
２

第
項

（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
二
項
各
号
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
各
号
」
に
、
「
第
十
四
条
各
号

」
を
「
第
十
三
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
三
条
の
二
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
第
百
三
条
の
二
第
十
五
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


